
 

 

前橋市監査委員公表第１１号 

 

前橋市長から工事監査の結果に対する措置について通知がありましたので、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、別紙のとお

り公表します。  

令和４年８月８日  

 

前橋市監査委員  根 岸 隆 夫      

同     長 岡 敏 夫  

同     鈴 木 俊 司  

同     近 藤   昇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



文化スポーツ観光部工事監査結果に係る措置通知書 
 

                                           監査期間 令和４年４月１２日～７月１１日  

措置通知書提出日 令和４年７月２７日  
 
 

監   査   結   果 

（指摘・要望事項） 

指摘事項に対する措置内容及び 
要望事項に対する考え方等 

【監査対象所属：観光政策課】 
 

１ 製品検査の事前協議について（指摘事項） 

 

前橋市新設道の駅建築工事 工事監理業

務において、受注者は設計図書である建築工

事監理業務委託共通仕様書で定められている

製品検査における事前協議を監督員と行って

いなかった。 

業務委託契約約款では、発注者及び受注者

は約款に基づき、設計図書に従い契約を履行

しなければならないとあることから、監督員

は受注者に対して設計図書である仕様書にの

っとった、適正な工事監理業務の実施を指導

するよう改善されたい。 

 

 

 

 
 

 

 

監査結果を踏まえ、受注者と建築工事監理

業務委託共通仕様書を確認し、家具の製品検

査の実施に先立ち、監督員及び受注者間で事

前協議を実施した。 

また、再発防止のため、監査結果について

課内で情報共有を行った。 
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